
天
平
宝
字
七
年
二
月
廿
九
日
飯
高
息
足

謹
上

佐
官
尊
左
右
邊

こ
の
文
書
に
よ
れ
ば
、
造
東
大
寺
司
の
綿
交
易
使
だ
っ
た
飯
高
息
足
が
、
外
国
に
人

を
遣
わ
し
て
綿
の
交
易
を
行
わ
せ
て
い
る
。
し
か
し
、
屯
別
六
十
五
文
で
売
る
と
こ
ろ

を
六
十
文
で
し
か
売
却
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
墾
田
直
銭
が
到
来
し
た
後
に
こ
れ
を
補

填
す
る
こ
と
の
了
解
を
求
め
て
い
る
。
本
文
書
に
あ
る
墾
田
は
お
そ
ら
く
飯
高
息
足
の

経
営
し
て
い
た
墾
田
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
墾
田
直
銭
が
、
交
易
の
不
足
分
を
補
う

も
の
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

飯
高
息
足
状
に
み
ら
れ
る
状
況
を
参
照
す
れ
ば
、
上
記
の
よ
う
な
性
格
を
持
つ
本
遺

跡
の
周
辺
で
、
同
様
の
賃
租
経
営
が
行
わ
れ
て
お
り
、
本
木
簡
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
津

周
辺
で
の
田
直
の
収
取
が
、
そ
こ
で
展
開
さ
れ
る
交
易
に
結
び
つ
い
て
い
た
可
能
性
も

指
摘
で
き
よ
う
。

（
平
川

南
、
武
井
紀
子
）

�

平
川
南

一
九
九
七
年

「
考
察

金
沢
市
金
石
本
町
遺
跡
木
簡
」『
金
石
本
町
遺
跡
』
石
川
県
立
埋
蔵

文
化
財
セ
ン
タ
ー

�

平
川
南

一
九
九
九
年

「
金
沢
市
金
石
本
町
遺
跡
﹇
金
沢
市
教
育
委
員
会
調
査
﹈
出
土
木
簡
」『
扇
台

遺
跡
・
金
石
本
町
遺
跡
・
矢
木
ジ
ワ
リ
遺
跡
・
夕
日
寺
遺
跡
』
金
沢
市
教
育
委
員
会

�

安
英
樹
・
大
西
顕
ほ
か

二
〇
〇
九
年

『
金
石
本
町
遺
跡
』
石
川
県
教
育
委
員
会
・
財
団
法
人
石
川

県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー

�

小
西
昌
志

一
九
九
六
年

『
金
石
本
町
遺
跡
Ⅱ
』
金
沢
市
教
育
委
員
会

�

平
川
南

一
九
九
二
年

「
第
五
四
次
調
査
出
土
漆
紙
文
書
」『
秋
田
城
出
土
文
字
資
料
集
Ⅱ－

秋
田
城

跡
調
査
事
務
所
研
究
紀
要
Ⅱ
』
秋
田
城
跡
調
査
事
務
所

�

田
中
一
穂

二
〇
〇
八
年

「
木
簡
に
つ
い
て
」『
延
命
寺
遺
跡
』
新
潟
県
教
育
委
員
会
・
財
団
法
人
新

潟
県
埋
蔵
文
化
財
調
査
事
業
団

�

平
川
南

二
〇
〇
六
年

「
畝
田
西
遺
跡
群
出
土
文
字
資
料
と
古
代
港
湾
都
市
」『
畝
田
西
遺
跡
群
Ⅵ
』

石
川
県
教
育
委
員
会
・
財
団
法
人
石
川
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
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束
。
地
子
各
依
二

田
品
一

、
令
レ

輸
二

五
分
之
一
一

。
若
惣
二

計
国
内
一

。
所
レ

輸
不
レ

満
二

十
分
之
九
一

者
、
勘
出
令
レ

填
。
但
不
堪
佃
田
、
聴
レ

除
二

十
分
之
二
一

。
其
租
一
段

穀
一
斗
五
升
、
町
別
一
石
五
斗
。
皆
令
二

営
人
輸
一

之
。

二
点
目
は
、
穎
稲
と
稲
穀
が
通
計
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
通
常
、
穎
稲
は
「
束

―
把
」、
脱
穀
後
の
籾
（
穀
）
の
状
態
は
「
石
（
斛
）
―
斗
―
升
」
と
数
量
単
位
を
表

記
す
る
。

○
兵
庫
県
朝
来
市

柴
遺
跡
出
土
木
簡

「
驛
子
委
文
〔
豊
ヵ
置
ヵ
〕

マ
□
足
十
束
代
稲
籾
一
尺
」

三
一
六
×
三
二
×
五
・
五

〇
三
三

せ
き

※
「
一
尺
」＝

「
一
石
」

○
三
重
県
桑
名
市

柚
井
遺
跡
出
土
一
号
木
簡
お
よ
び
二
号
木
簡

・
「
＜
櫻
樹
郷
守
部
春
□
穎
代
籾
一
斛
＜
」

一
九
八
×
二
四
×
四

〇
三
一

・
「
＜
櫻
樹
郷
□
頭
守
部
穎
代
籾
一
石
□
五
百
□

＜
」

一
八
八
×
二
一
×
九
・
五

〇
三
一

こ
れ
ら
の
木
簡
は
、
い
ず
れ
も
穎
稲
（
束
）
で
収
め
る
べ
き
と
こ
ろ
を
、「
代
」
と

し
て
籾
（
穀
）
の
状
態
で
進
上
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
事
例
で
あ
る
。
古
代
に
お
け
る

稲
の
収
取
形
態
に
つ
い
て
は
、穎
稲
の
ま
ま
収
納
し
、必
要
に
応
じ
て
出
倉
し
て
脱
穀
・

舂
米
さ
せ
る
場
合
と
、
徴
収
の
段
階
で
脱
穀
も
し
く
は
舂
米
作
業
ま
で
を
含
め
て
課

し
、
穀（
も
し
く
は
黒
・
白
米
）の
状
態
で
納
め
さ
せ
る
場
合
の
二
通
り
確
認
で
き
る
。

お
そ
ら
く
使
用
す
る
側
（
徴
収
す
る
側
）
の
必
要
に
応
じ
て
、「
代
」
納
収
取
し
た
の

で
あ
ろ
う
。
本
木
簡
に
お
い
て
穎
稲
と
稲
穀
が
混
在
し
て
計
上
さ
れ
て
い
る
の
も
上
記

の
よ
う
な
事
由
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
本
遺
跡
の
立
地
と
の
関
係
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
交
通
の
要
衝
地
に
お
け
る

田
直
の
収
取
、
す
な
わ
ち
賃
租
経
営
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

本
遺
跡
は
犀
川
河
口
に
位
置
し
、小
型
倉
庫
群
が
検
出
さ
れ
て
い
る
。近
隣
の
畝
田
・

寺
中
遺
跡
で
は
、
郡
符
木
簡
や
「
津
」「
津
司
」
と
記
さ
れ
た
墨
書
土
器
が
出
土
し
て

お
り
、
八
世
紀
前
半
か
ら
郡
津
と
し
て
機
能
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
さ
ら

に
、
戸
水
Ｃ
遺
跡
で
は
九
世
紀
代
の「
津
」と
記
さ
れ
た
墨
書
土
器
が
出
土
し
て
お
り
、

こ
の
一
帯
が
古
代
に
お
け
る
大
規
模
な
港
湾
都
市
を
形
成
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る

�
。犀

川
の
流
域
に
は
東
大
寺
領
の
横
江
庄
遺
跡
が
存
在
し
、
ま
た
、
畝
田
・
寺
中
遺
跡

出
土
第
八
号
木
簡
に
は
、「
右
大
辨
史
田
家
牛
加
比
マ
宮
万
呂
」
と
書
か
れ
て
お
り
、

付
近
に
「
右
大
弁
史
田
家
」
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。
こ
れ
ら
の
こ

と
か
ら
、
こ
の
一
帯
に
は
中
央
の
貴
族
や
寺
社
の
荘
園
や
そ
の
経
営
拠
点
が
集
中
し
て

お
り
、
交
易
や
物
資
運
搬
の
場
と
な
る
津
に
は
現
地
管
理
者
が
住
宅
と
共
に
物
資
収
納

の
倉
庫
を
設
置
し
て
い
た
と
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
本
木
簡
に
み
え
る「
倉
部
」「
贄

人
」
の
存
在
も
、
物
資
の
集
積
地
に
お
け
る
倉
庫
業
務
、
あ
る
い
は
都
と
の
強
い
関
連

を
も
つ
同
地
の
性
格
を
表
す
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
。

○
天
平
宝
字
七
年
二
月
廿
九
日
飯
高
息
足
状

（
続
々
修
四
十
四
帙
十
、『
大
日
本
古
文
書
』
十
六
―
３４０
〜
３４１
）

謹
恐
惶
請
処
分

先
日
仰
給
直
屯
別
六
十
五
文
者

所
賜
綿
卅
連

且
進
納
銭
拾
肆
貫

今
所
請
屯
別
充
六
十
文
可
申
状

右
、
縁
先
日
宣
、
如
数
将
進
思
食
、
遣
外
国
交
易
、
附
不
能
人
、
毎
物
売
減
、

不
堪
望
心
、
仍
望
請
垂
鴻
恩
寵
、
依
所
請
状
領
納
幸
甚
、
今
所
遺
銭
、
依
墾
田

来
、
随
宣
旨
状
、
追
可
奉
上
、
子
細
事
趣
、
含
使
師
口
状
、
不
勝
至
憑
、
伏
乞

処
分
。
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（
オ
モ
テ
面
）〈
米
一
石
〉
＋
〈
田
直
七
束＝

米
三
斗
五
升
×
２＝

七
斗
〉＝

一
石

七
斗

（
ウ
ラ
面
）〈
三
十
四
束＝

米
一
石
七
斗
〉

と
な
り
、
数
値
が
一
致
す
る
。
す
な
わ
ち
本
木
簡
は
、
オ
モ
テ
面
に
米
一
石
と
穎
稲
十

四
束
の
納
入
が
記
さ
れ
、
ウ
ラ
面
に
「
并
」
と
し
て
そ
の
合
計
値
が
束
単
位
で
計
上
さ

れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

「
并
」
が
合
計
額
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
例
と
し
て
、
一
例
挙
げ
て
お
き
た
い
。

○
平
城
京
左
京
二
条
二
坊
五
坪

二
条
大
路
濠
状
遺
構
（
北
）

・
讃
岐
国
山
田
郡
田
井
郷

凡
直
佐
留
三
斗

・

并
一
俵

神
人
八
国
三
斗

一
七
二
×
二
二
×
五

〇
三
一

金
石
本
町
遺
跡
出
土
木
簡
の
内
容
に
つ
い
て
、
以
下
の
二
点
が
特
徴
と
し
て
注
目
で

き
る
で
あ
ろ
う
。

ま
ず
、
一
点
目
は
田
直
が
記
載
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

○
兵
庫
県
豊
岡
市

宮
内
黒
田
遺
跡
出
土
木
簡

・
「
�
□
□
里
□
□
□
□
鳥
戸
〔
額
ヵ
〕

口
□
田
部
□
□

女
□
可
□
□
□
□
□
□
〔
堪
ヵ
〕

不
□
□
□
□

」

・
「

午
年
分
直
稲
八
束
度
与
〔
値
ヵ
〕

貲
□
得
人

『
鳥
取
〔
廣
ヵ
〕

マ
□
万
呂
』

�
�
代
□

天
平
勝
宝
四
年
十
月
九
日

知
忍
海
マ
馬
男

同
里
神
マ
廣
嶋

『
若
田
□
者

〔
給
ヵ
〕

衣
女
分
進
上
入
□
』

『
鳥
取
マ
公
手

直
受
鳥
取
マ
衣
女
』

『末

ヽ

ヽ

ヽ

』」

四
七
四
×
五
〇
×
六

〇
一
一

○
島
根
県
出
雲
市

青
木
遺
跡
出
土
７８
号
木
簡

・
「
売
田
券

舩
岡
里
戸
吉
備
部
忍
手
佐
井
宮
税
六
束
不
堪
�進
上
」

天
平
八
年
十
二
月
十
日
﹇

﹈

・
「
〔
口
分
カ
〕

仍
□
□
舩
越
田
一
段
進
上

」

〔
郷
カ
〕

□
長
若
倭
マ
臣
□
麻
〔
呂
カ
〕
�

□
﹇

﹈

三
五
二
×
四
二
×
四

〇
一
一

○
新
潟
県
上
越
市

延
命
寺
遺
跡
出
土
木
簡

物
マ
鳥
丸
野
田
村
奈
良
田
三
段
又
中
家
田
六

・
物
部
郷
□
□
里
戸
主
物
マ
多
理
〔
口
カ
〕

丸
□

□
人

〔
有
カ
〕

伊
神
郷
人
酒
君
大
嶋
田
直
米
二
石
一
斗

・
田
沽
人
多
理
丸
戸
人
物
マ
比
呂
天
平
七
年
三
月
廿
一
日
相
知
田
領
神
田
君
万
□
〔
呂
カ
〕

四
八
六
×
四
九
×
六

〇
一
一

こ
れ
ら
は
、
土
地
の
賃
租
に
関
わ
る
売
田
木
簡
で
あ
る
。
売
田
木
簡
の
特
徴
と
し
て

は
、①

郷
名
な
ど
本
貫
地
の
記
載
と
、
戸
主
・
戸
口
の
人
名
が
記
載
さ
れ
て
い
る

②
土
地
の
所
在
地
と
、
そ
の
面
積
、
価
が
記
さ
れ
る

③
年
紀
記
載
の
あ
と
に
売
人
（
所
有
者
）
・
買
人
・
証
人
・
郡
郷
長
な
ど
の
関
係
者

を
記
す

の
三
点
が
挙
げ
ら
れ
る
�
。
本
木
簡
は
、
田
直
七
束
の
み
が
記
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
記
載

を
含
ま
な
い
の
で
、「
倉
マ
安
倍
弓
田
直
七
束
」
の
部
分
は
、
売
田
行
為
そ
の
も
の
に

関
わ
る
も
の
で
は
な
く
、
単
に
賃
租
価
直
の
収
納
に
つ
い
て
の
記
載
で
あ
る
と
判
断
で

き
る
。
上
部
の
「
一
石
」「
贄
人
□
□
□

」
の
稲
が
ど
の
よ
う
な
性
格
か
分

か
ら
な
い
が
、お
そ
ら
く
は
同
様
の
賃
租
地
子
収
納
に
関
す
る
も
の
と
推
測
さ
れ
よ
う
。

ま
た
、
田
直
七
束
と
い
う
値
か
ら
先
に
掲
げ
た
三
例
の
木
簡
を
参
考
に
し
て
、
お
お

よ
そ
の
田
積
を
推
定
す
れ
ば
、
下
田
相
当
で
約
一
段
と
な
る
。
三
十
四
束
す
べ
て
が
田

直
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
下
田
相
当
の
田
で
約
五
・
六
段
と
な
る
。

○
延
喜
主
税
式

凡
公
田
獲
稲
、
上
田
五
百
束
、
中
田
四
百
束
、
下
田
三
百
束
、
下
下
田
一
百
五
十

（ 8 ）



二
、
釈
文

○
第
四
号
木
簡

倉
マ
安
倍
弓
田
直
七
束

・
×
□
一
石

又

×

贄
〔
黒
カ
里
カ
〕

人
□
□
□

・
×
并

卅
四
束

（
二
三
九
）
×
三
〇
×
七

〇
八
一

○
第
五
号
木
簡

・
×
□
鳥
大
大
夫
□
×

・
×

×

（
一
二
四
）
×
三
五
×
十
二

〇
八
一

（
平
川

南
、
武
井
紀
子
）

三
、
内
容

《
第
四
号
木
簡
》

オ
モ
テ
面
の
双
行
の
右
側
は
人
名
（
倉
部
安
倍
弓
）
＋
田
直
七
束
、
左
行
も
下
端
が

判
読
で
き
な
い
が
、
同
様
に
人
名
＋
田
直
の
束
数
が
書
か
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

「
弓
」
の
字
形
は
、
次
の
よ
う
に
「
方
」
に
似
た
か
た
ち
を
と
る
。

【
図
】『
草
書
大
字
典
』「
引
」

「
贄
人
」
に
つ
い
て
は
、
秋
田
城
出
土
第
九
号
漆
紙
文
書
オ
モ
テ
面
に
、

課
戸
主
贄

□年
廾
二

男
贄
人
部
大
麻
□
左

□

と
あ
る
。
ま
た
、
山
形
県
熊
野
田
遺
跡
出
土
木
簡
に
も
「
贄
人
縄
継
」
と
い
う
人
名
が

見
ら
れ
る
。

○
山
形
県
酒
田
市

熊
野
田
遺
跡
出
土
木
簡

□
依
如
件
〔
御
カ
〕

但
□
□
〔
道
カ
〕

首
□
宣
□
□
〔
以
カ
〕

□
□
□
□
□

但
田
者
在
贄
人
縄
継
□

（
三
五
三
）
×
（
二
九
）
×
六

〇
八
一

前
掲
の
秋
田
城
漆
紙
文
書
の
継
目
裏
書
に
は
「
出
羽
國
出
羽
郡
井
上
□
□
□
□
天
平
六

年
七
月
廿
八
日
」
と
あ
り
、
熊
野
田
遺
跡
の
地
も
天
平
期
に
は
出
羽
郡
に
属
し
て
い
た

と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、「
贄
人
」「
贄
人
部
」
が
出
羽
国
に
分
布
し
て
い
た
こ
と
が

知
ら
れ
る
�
。「
贄
人
」「
贄
人
部
」
は
こ
の
他
の
資
料
に
は
み
え
な
い
が
、
本
木
簡
に

よ
っ
て
、
そ
の
分
布
が
北
陸
地
方
に
も
確
認
で
き
た
こ
と
に
な
る
。

ウ
ラ
面
の
一
文
字
目
は
、
上
半
分
が
欠
け
て
い
る
が
「
并
」
と
判
読
で
き
る
。

【
図
】『
草
書
大
字
典
』「
并
」

ま
た
、
オ
モ
テ
面
と
ウ
ラ
面
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
推
測
で
き
る
で

あ
ろ
う
。
穎
稲
一
束＝

籾
（
穀
）
一
斗＝

米
五
升
の
換
算
に
も
と
づ
い
て
、
上
段
の
一

石
を
籾
で
は
な
く
米
と
判
断
し
て
、
贄
人
□
□
□

部
分
の
田
直
を
左
行
と
同

様
に
七
束
と
す
る
な
ら
ば
、

（ 7 ）



第２図 金石本町遺跡 南半部全体図（S＝１／２，０００）
※報告書（３）より転載加筆

（注）この地図の作成にあたっては、金沢市長の承認を得て、同市発行の
都市計画基本図を原図として使用している。（承認番号：平成２１
年２月１０日 収都第６９５号）

裏面拡大表面拡大

�区大溝
（木簡出土遺構）

裏面（合成）

第四号木簡赤外線写真

裏面

第五号木簡赤外線写真

表面（合成）

表面

第四号木簡（Ｗ６２）実測図
（Ｓ＝１／２）

第五号木簡（Ｗ６１）実測図
（Ｓ＝１／２）
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金石本町遺跡�金石本町遺跡�

畝田・寺中遺跡�畝田・寺中遺跡�

石
川
県
金
沢
市
金
石
本
町
遺
跡
出
土
木
簡
に
つ
い
て

平
川

南
（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
）

武
井

紀
子
（
東
京
大
学
大
学
院
）

大
西

顕
（
特
定
事
業
調
査
グ
ル
ー
プ
）

一
、
は
じ
め
に

金
石
本
町
遺
跡
は
、
石
川
県
金
沢
市
北
西
部
の
、
犀
川
河
口
域
の
低
地
帯
に
位
置
す

る
（
第
１
図
）。
こ
れ
ま
で
九
次
に
わ
た
り
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
て
お
り
、
平
成
七
年

（
一
九
九
五
）の
調
査
�
で
三
点
の
木
簡
が
出
土
し
て
、
第
一
〜
三
号
木
簡
と
名
付
け
ら

れ
て
い
る
他
、
平
成
八
年（
一
九
九
六
）の
調
査
�
で
も
木
簡
が
一
点
出
土
し
て
い
る
。

今
回
紹
介
す
る
木
簡
二
点
は
、
昭
和
六
十
一
年
（
一
九
八
六
）
に
調
査
が
行
わ
れ
た

第
三
次
調
査
の
�
区
大
溝
よ
り
出
土
し
て
い
る
。
こ
の
木
簡
は
、
文
字
の
存
在
は
確
認

で
き
て
い
た
が
、
全
文
の
釈
読
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
報
告
書
�
に
釈
文
を
収
録
で

き
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
の
平
川
南
館
長
及
び
東

京
大
学
大
学
院
生
の
武
井
紀
子
氏
に
釈
読
し
て
い
た
だ
き
、
玉
稿
を
得
た
の
で
、
そ
の

内
容
に
つ
い
て
こ
こ
で
紹
介
す
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
第
四
号
木
簡
は
報
告
書
一
三

三
頁
の
Ｗ
６２
、
第
五
号
木
簡
は
同
頁
の
Ｗ
６１
に
該
当
す
る
。

出
土
し
た
の
は
、
両
木
簡
と
も
�
区
大
溝
（
河
道
跡
・
第
２
図
）
で
、
幅
約
十
一
・

二
ｍ
、
深
さ
は
一
・
七
ｍ
〜
一
・
九
ｍ
を
測
る
。
出
土
し
た
古
代
の
土
器
は
、
八
世
紀

後
半
か
ら
九
世
紀
後
半
代
を
中
心
と
す
る
時
期
の
も
の
で
あ
る
。

第
四
号
木
簡
は
柾
目
材
で
、
上
下
端
部
は
欠
損
し
て
い
る
。
両
面
に
墨
書
が
確
認
で

き
る
。
第
一
〜
三
号
木
簡
は
、
所
属
時
期
に
つ
い
て
七
世
紀
後
半
代
ま
で
遡
る
可
能
性

が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
�
、
第
四
号
木
簡
の
「
マ
（
部
）」
の
字
形
に
つ
い
て
は
、
七

世
紀
後
半
に
み
ら
れ
る
カ
タ
カ
ナ
の
「
ア
」
に
近
い
、
縦
画
を
長
く
伸
ば
し
た
「

」

の
字
形
で
は
な
く
、「
マ
」
と
い
う
定
型
化
し
た
八
〜
九
世
紀
代
の
も
の
に
近
い
こ
と

か
ら
、
八
〜
九
世
紀
代
に
属
す
る
木
簡
で
は
な
い
か
と
、
平
川
氏
か
ら
教
示
を
受
け
て

い
る
。

第
五
号
木
簡
は
上
下
端
部
と
も
欠
損
で
柾
目
材
で
あ
る
。
両
面
に
墨
書
が
確
認
で
き

る
。
遺
存
状
態
の
良
好
な
面
に
は
、「
大
」
な
ど
が
続
い
て
お
り
、
習
書
で
あ
る
と
判

断
さ
れ
る
。
裏
面
の
墨
書
は
薄
く
、
解
読
で
き
な
か
っ
た
。

本
遺
跡
は
、
立
地
や
こ
れ
ま
で
の
調
査
内
容
か
ら
、
古
代
の
湊
（
津
）
に
関
連
す
る

遺
跡
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
本
木
簡
が
出
土
し
た
�
区
大
溝
の
南
側
に
近
接
し
て
、

倉
庫
様
の
総
柱
建
物
が
確
認
さ
れ
て
い
る
他
、
平
成
六
年
の
調
査
�
で
も
倉
庫
群
が
検

出
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
物
資
の
集
積
地
と
し
て
の
本
遺
跡
の
性
格
を
示
す
も
の
で

あ
る
。

（
大
西

顕
）

第１図 遺跡の位置（S＝１／５０，０００）
（石川県教育委員会 １９９２年発行『石川県遺跡地図』をもとに作成）
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